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１０月となり、ようやく秋らしさを感じるようになりました。そろそろ紅葉が楽し
める季節となりますが、例年と比べ半月程度見ごろの時期が遅くなるそうです。 
技能実習の関係では、外国人技能実習機構より「令和４年度技能実習制度に関する
調査」の結果が公表されました。帰国した技能実習生のうち「技能実習を通じて学
んだことが帰国後役に立った」と回答した人は 92.0％となっているそうです。具体
的には「修得した技能」「職場の規律」「日本での生活経験」が上位を占めていま
す。現在技能実習を行っている実習生達にも、いろいろなことを学び、多くのもの
を得て、技能実習を満了して帰国してもらえればと思います。 
 

組合ホームページでも随時 

情報発信中です是非ご覧ください 
鹿島人材養成事業協同組合 検索 

ホームページ 

QR コード→ 

 
�在留カードの携帯確認を実施しましょう 
在留カードは、在留資格に係る許可を証明するカードです。 
パスポートは、出身国が発給する証明書ではありますが、日本在留 
時に、在留資格に関する許可を証明する書類にはなりません。 
日本国内で、外国人の方が身分証の提示を警察官等に求められた 
場合は、在留カードをすぐに提示できるよう携帯する義務があり、 
もし不携帯となった場合には、軽犯罪に該当します。 
実習実施者の皆様におかれましては、定期的に技能実習生に対して携帯の確認を実施していた
だくようお願いいたします。携帯を習慣化しておくことで技能実習生にとっても余計なトラブ
ルをさけることができるようになります。 

■技能実習生宿舎への外部の人間の宿泊について                      
技能実習生の宿舎へ、外部からの知人・友人等が宿泊する場合には、事前に許可を得るように
指導をお願いいたします。 
なかには、友人と称して不法滞在者や犯罪者などが出入りする可能性もあり、 
技能実習に支障をきたすことにもなります。技能実習生には、犯罪を未然に 
防止するための措置であることもあわせてご説明ください。 

◆技能実習生とよりよい関係を築くために (第 7 回) 

在留カードの 
携帯状況を 
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しましょう 

■銀行口座を他人に譲渡することは犯罪です              
技能実習生が、帰国等の理由で預貯金口座を使用しなくなる場合は、金融機関で 
預貯金口座を解約する必要があります。 
組合でも帰国時の手続きの中での解約対応を実施しております。 
ただ、中には有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪であるとの認識が薄いまま、ＳＮＳを通じ
て勝手な判断で他人に販売・譲渡してしまうことがあります。 
こうした口座は特殊詐欺等の犯罪に利用されてしまうこととなり、名義人となっている本人に
も捜査が及ぶこととなります。 
こうしたことを踏まえ、技能実習生に対し「口座を譲渡することは禁止されており犯罪である
こと」「住所や在留資格に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があること」について
注意喚起と説明をお願いいたします。 
届け出や手続きの際に、組合によるフォローが必要な場合にはご一報ください。 

親類縁者や友人などを招く、近所の実習生などが集まって食事会をするなどを規制するもので
はありませんが、実習生の宿舎に見かけない車や自転車などが止められている場合には、早い
段階での確認をしていただくようお願いいたします。 
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■今後の行事予定   
１０月１日(日) 技能実習生入国 １０月５日(木) 技能評価試験（鉄工・基礎） 

場所：(株)丸北工業 

１０月２日(月) 技能評価試験（とび・基礎） 
場所：若松検定試験場 １０月１０日(火) 技能評価試験（農業・基礎） 

場所：マイステイズプレミア成田 

技能実習生の送出し国について、受入れている・これから受入れを考えている場合でも情報を
ご存じでない方もいらっしゃるかと思います。 
今回は送出し国である「インドネシア」「カンボジア」についての概要をご案内いたします。
両国ともに意識の高い技能実習生の送出し国であり、弊組合の提携送出し機関では、日本語学
習等はもちろんの事、定期的なテストで生徒達の学習進捗状況をしっかり確認し、学習環境を
構築しております。 
インドネシア 
◆面積：約 192 万㎢ ◆首都：ジャカルタ ◆人口：約 2.7 億人 
◆宗教：イスラム教 約 86％、キリスト教 約 10％、その他 
◆産業：農林水産業、鉱工業 
◆特徴：国⺠の多数がイスラム教徒ですが、他宗教に寛容で多様性を保ちながら生活していま
す。生活習慣についてはイスラム教の教えを基にしており「1 日 5 回礼拝」「約 1 ヶ月断食期 
間」「豚肉・アルコール・生ものは食べない」などが代表的ですが、来日する技能実習生は送
出し機関により指導を受け、通常の作業に支障がないよう、取り組むことを確認しています。
インドネシアの人は、一般的に実直、誠実で規律正しく、礼儀を重んじる人々で、謙譲も美徳
とされています。規律よりも「寛容の精神」を大切にする傾向があります。 
◆経済事情：２０２２年は５％超の成⻑率を記録し、９年ぶりの高成⻑となっています。 
カンボジア 
◆面積：約 18 万 1,035 ㎢ ◆首都：プノンペン 
◆人口：約 1,673 万人 ◆宗教：仏教（一部少数⺠族はイスラム教） 
◆産業：農林水産業 
◆特徴：カンボジア人は全体的におおらかな性格であると⾔われています。国⺠全体が細いこ
とを気にすることなく大雑把に行動をしていることも多いです。 
日本人のように細かいことに気を使ったり、規則をしっかり守って生活をする経験が少ないの
で日本に来て徹底した管理の元で生活をすると息苦しさを感じる人も多いようです。 
◆経済事情：カンボジアは国際社会の支援を得ながら国家運営をしていますが、現在、経済は
プラス成⻑となっており、国連の後発開発途上国の指定が今後解除される見込みです。 

 

＜技能実習生送出し国紹介＞ インドネシア・カンボジア 

 
８月３１日の制度改正に伴い、特定技能２号の対象分野が追加されました。 

 特定技能 1 号 特定技能 2 号 
在留期間 １年,３か月、６ヶ月ごとの更新 上限５年 ３年,１年,６か月ごとの更新 上限無し 
技能水準 試験等で確認（技能実習２号修了者免除） 各分野の技能試験で確認 

家族の帯同 不可 要件を満たせば可能（配偶者、子） 

分野 
赤字は 2 号に 

追加された分野 

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用
工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業（全 12 分野） 

ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電
子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、 
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、 
建設業、造船・舶用工業（全 11 分野） 

 

◎特定技能２号の職種が拡大されました 

それぞれの国にある弊組合提携送出し機関では、日本語学習等、通常学習はもちろんの事、確
認テストを実施し生徒達の学習進捗状況をしっかり確認し、入国前講習を進めております。 
面接で選抜された技能実習生達も頑張って日本語学習に取り組んでおります。 


